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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伸縮性を有する生地からなる競技用のウエアであって、
　伸縮性を有する第１生地および第２生地で形成され、
　前記第２生地の胴回り方向に沿った弾性率が、前記第１生地の胴回り方向に沿った弾性
率よりも大きく、
　前記ウエアにおける骨盤の下部の周囲が前記第１生地で覆われ、
　前記ウエアにおける前記骨盤の上部の周囲が前記第２生地で覆われてベルト状の第１ベ
ルト部が形成され、
　前記第１ベルト部は、
　前記骨盤の上部を前面から覆うベルト前部と、
　前記骨盤の上部を背面から覆うベルト背部と、
　前記骨盤の上部を側面から覆う一対のベルト側部と、
　が胴回りの周方向に連続的に延びて形成され、
　前記ベルト前部、ベルト背部およびベルト側部は前記第１ベルト部を周方向に４等分し
た領域にそれぞれ設定され、
　前記第１ベルト部の上端のラインが前記ベルト側部から前記ベルト前部の中央に近づく
に従い下方に向かって傾斜しており、
　前記ベルト背部の後上端ラインは、前記骨盤の仙骨の両側において前記骨盤の腸骨の上
端よりも下方の位置に設定され、
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　前記後上端の中央が前記前上端の中央よりも上方の位置に配置され、
　前記ベルト背部を上下に等分に２分割する仮想の後中心ラインが、前記ベルト前部を上
下に等分に２分割する仮想の前中心ラインよりも平均値で上方の位置となるように前記第
１ベルト部が形成されている競技用ウェア。
【請求項２】
　伸縮性を有する生地からなる競技用のウエアであって、
　伸縮性を有する第１生地および第２生地で形成され、
　前記第２生地の胴回り方向に沿った弾性率が、前記第１生地の胴回り方向に沿った弾性
率よりも大きく、
　前記ウエアにおける骨盤の下部の周囲が前記第１生地で覆われ、
　前記ウエアにおける前記骨盤の上部の周囲が前記第２生地で覆われてベルト状の第１ベ
ルト部が形成され、
　前記第１ベルト部は、
　前記骨盤の上部を前面から覆うベルト前部と、
　前記骨盤の上部を背面から覆うベルト背部と、
　前記骨盤の上部を側面から覆う一対のベルト側部と、
　が胴回りの周方向に連続的に延びて形成され、
　前記ベルト前部、ベルト背部およびベルト側部は前記第１ベルト部を周方向に４等分し
た領域にそれぞれ設定され、
　前記第１ベルト部の上端部には、胴回り方向に連なった収納部が設けられ、前記収納部
には前記胴回り方向に伸縮性を有するゴム弾性を持ち、他の部位に比べ弾性率の大きいゴ
ム様ベルトが収納され、
　前記収納部の上端のラインが前記ベルト側部から前記ベルト前部の中央に近づくに従い
下方に向かって傾斜しており、
　前記収納部の後上端ラインは、前記骨盤の仙骨の両側において前記骨盤の腸骨の上端よ
りも下方の位置に設定され、
　前記後上端の中央が前記前上端の中央よりも４ｃｍ～６ｃｍ上方の位置に配置されてい
る競技用ウェア。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は競技者の運動能力を高める競技用ウエアに関し、特にスイムウエア（水着）と
して好適である。
【背景技術】
【０００２】
　競技者が水中において受ける抵抗として、最も大きいのは形状抵抗である。形状抵抗は
、進行方向正面から見た競泳者の投影面積によって決まる。したがって、前記形状抵抗を
低減させるためには、競技者は水面に対してできるだけ平行な姿勢を保つことが有効であ
る。すなわち、水泳時には競技者の頭部の位置に対して、腰、膝、足先の位置が下方に沈
み込むのを押さえて、体全体を水面に対してできるだけ平行かつ真っ直ぐな姿勢に保つこ
とが望ましい。
【０００３】
　しかし、身体の中心線に対し、垂直方向に重力と浮力とが作用するので、競泳者の姿勢
は不安定になり易い。一方、下半身は上半身に比べ骨の密度が高く筋肉が多いので、上半
身に比べ水中に沈み易い。
【０００４】
　かかる観点から、以下の特許文献１，２の発明が開示されている。
【特許文献１】特開２００１－３２１０４号
【特許文献２】特開２００１－２６２４０９号
【特許文献３】特開２００３－１２９３１０号
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【０００５】
　特開２００１－３２１０４号に開示されたスイムウエアは、伸縮性を有する生地で、胴
および大腿にわたって連続的に身体を覆い、これにより、腰から脚にかけての部分の水中
への沈み込み防止を図っている。
【発明の開示】
【０００６】
　競泳者は前記有効な姿勢を保つためには腹筋や背筋の筋力を必要とする。しかし、競泳
中に筋肉が疲労してくると、前記有効な姿勢の保持が困難となる。前記特開２００１－３
２１０４号の発明は筋肉が疲労した場合について考慮されていない。
【０００７】
　特開２００１－２６２４０９号には、競泳者のウエストを所定の圧力で締め付けるため
に、広範囲にわたって伸縮強度の高い素材を配したスイムウエアが開示されている。
【０００８】
　この先行技術は、競泳者のウエスト周囲に所定以上の圧力が作用することで、水泳中の
姿勢の安定を狙っている。しかし、前記有効な姿勢を積極的に保つことについては配慮さ
れていない。そのため、腰や大腿の沈み込みを防止する十分な効果は期待できないだろう
。
【０００９】
　なお、特開２００３－１２９３１０号には、腰を含む臀部よりも上方の部位の胴回り域
をベルト状の伸縮性の小さい生地で覆うスイムウエアが開示されている。
【００１０】
　この先行技術のスイムウエアは、腹部にたるみのある人が着用した場合に、体型補正が
でき、また、水中運動において動き易いという効果を狙っている。
【００１１】
　本発明の第１の目的は、水泳時に競泳者の姿勢が水面に対して平行かつ真っ直ぐな有効
姿勢となり易く、かつ、競泳者の筋肉が疲労しても、前記有効姿勢を維持し易い水泳用の
競技用ウエアを提供することである。
【００１２】
　近年、以下に説明する姿勢を矯正する矯正衣料についての発明がなされている。
【特許文献４】特開２００１－１９２９０３号
【特許文献５】特開２００５－２８１８９９号
【特許文献６】特開２００４－１０７８４４号
【００１３】
　特開２００１－１９２９０３号には、日常やスポーツを行う際に着用し、腰や股関節の
可動域の拡大を図ったガードルのような衣料が開示されている。この先行技術のガードル
では、ウエストの背部の中心位置を通り胴回りに沿って延びる緊締力の大きいベルトの部
位を持つ。したがって、ベルト中心は骨盤よりも上方に配置されているだろう。
【００１４】
　特開２００５－２８１８９９号には、着用者の姿勢を改善させるとともに快適で動き易
いガードルのような衣料が開示されている。この先行技術のガードルは、腹や腰よりも側
部のほうが胴体に対する圧力が大きい。
　また、この先行技術のガードルは、上前腸骨棘よりも２～３ｃｍ上方の位置を中心に締
付力の大きいベルトが配置されている。したがって、ベルトの中心は骨盤の上端よりも上
方に配置されているだろう。
【００１５】
　特開２００４－１０７８４４号には、骨盤廻りの筋肉が骨盤に作用させる力と同様の力
を骨盤に作用させることを狙ったガードルのような衣料が開示されている。この先行技術
の衣料においては、緊締力の大きいベルト部が骨盤の前面を覆っていない。したがって、
骨盤を周囲から締め付ける力が弱いであろう。
【００１６】
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　したがって、本発明の第２の目的は、骨盤の所定の領域を大きな緊締力を有するベルト
部で覆って競技者の運動能力を高めることである。
【００１７】
　本発明のある態様の競技用ウエアは、伸縮性を有する生地からなる競技用のウエアであ
って、伸縮性を有する第１生地および第２生地で形成され、前記第２生地の胴回り方向に
沿った弾性率が、前記第１生地の胴回り方向に沿った弾性率よりも大きく、前記ウエアに
おける股間および骨盤の下部の周囲が前記第１生地で覆われ、前記ウエアにおける前記骨
盤の上部の周囲が前記第２生地で覆われてベルト状の第１ベルト部が形成され、前記第１
ベルト部は、前記骨盤の上部を前面から覆うベルト前部と、前記骨盤の上部を背面から覆
うベルト背部と、前記骨盤の上部を側面から覆う一対のベルト側部とを本質的に連続的に
備え、前記ベルト前部、ベルト背部およびベルト側部は前記第１ベルト部を周方向に４等
分したそれぞれ領域に設定され、前記第１ベルト部の上端のラインが前記ベルト側部から
前記ベルト前部の中央に近づくに従い下方に向かって傾斜しており、前記ベルト前部の前
上端のラインは、前記骨盤の上端またはその近傍のレベルに沿って配置されて、前記骨盤
よりも上方の部位を本質的に覆わず、かつ、前記ベルト背部の後上端のラインよりも上方
の部位を本質的に覆わず、前記後上端の中央が前記前上端の中央よりも概ね４ｃｍ～６ｃ
ｍ程度上方の位置に配置され、前記ベルト背部を上下に２分割する仮想の後中心ラインが
、前記ベルト前部を上下に２分割する仮想の前中心ラインよりも平均値で４ｃｍ～６ｃｍ
程度上方の位置となるように前記第１ベルト部が形成されている。
【００１８】
　骨盤が左右・前後に安定することにより、上半身と下半身が安定し、競技におけるフォ
ームも安定する。また、骨盤には、お尻の筋肉や太ももの筋肉などランニングで働く主要
な筋肉がつながっている。筋肉が大きな筋力を発揮するためには、筋肉が至適長さになる
必要がある。骨盤が後傾すると、ランニングで重要なお尻の筋肉（大殿筋）や太ももの裏
側の筋肉（ハムストリングス）が縮んでしまい、大きな筋力を発揮することができない。
骨盤が直立すると、それらの筋肉が至適長さになり、筋力が発揮され易い。
【００１９】
　本発明によれば、弾性率の大きい第２生地により骨盤の上部を周囲から覆うので、骨盤
が左右・前後に振れ難く安定する。
　ベルト背部がベルト前部よりも骨盤の上方の位置に配置されており、オフセットした偶
力が骨盤を直立させるモーメントとなって骨盤に加わる。その結果、骨盤が直立した姿勢
となり易い。
【００２０】
　特に、骨を支える筋肉が疲労した後も、骨盤の傾きが安定し易く、骨盤が直立した姿勢
を維持し易い。したがって、大殿筋やハムストリングスなどの筋肉が至適長さとなり易く
、その結果、筋力が発揮され易い。
【００２１】
　一方、弾性率の大きい第２生地は、骨盤よりも上方の部位を本質的に覆っていない。そ
のため、弾性率の大きい第２生地が骨盤よりも上方において、ウエストに食い込むおそれ
がない。したがって、呼吸による周囲長の変化が阻害されず、腹部に過度の圧迫が加わる
おそれがない。
【００２２】
　本発明において、第１生地および第２生地は、それぞれ、単一材であっても、複合材で
あってもよい。たとえば、ウエアの概ね全域にわたる身生地で第１生地を構成し、ベルト
部について強化ネットのような強化生地を前記身生地に重ね合わせたり、樹脂を身生地に
含浸ないし塗布するなどして第２生地としてもよい。
【００２３】
　本発明において、前記後上端の中央が前記前上端の中央よりも概ね４ｃｍ～６ｃｍ程度
上方に配置され、かつ、前記後中心ラインが前記前中心ラインよりも平均値で４ｃｍ～６
ｃｍ上方に配置されていることを数値で限定した理由は、以下のとおりである。
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　下限値が４ｃｍ未満であると、前記偶力が十分に発揮されず、オフセットしていない場
合に比べ、十分な効果が得られない。
　上限値が６ｃｍを超えると、ベルト前部の下端が下肢に近づき、下肢の動きを阻害した
り、あるいは、ベルト前部の下端が下肢に近づくのを防ぐためベルトの上下の幅を必要以
上に小さくしなければならない。
【００２４】
　第１ベルト部の上端部には、ゴム様ベルトが配置されると共に前記ゴム様ベルトを収納
するために第２生地を袋状に縫って形成した収納部が配置される。これらのゴム様ベルト
や収納部を持つ前記上端部は胴回り方向に沿った弾性率が極めて大きい。そのため、第１
ベルト部の上端のラインの位置は、適切な偶力を発揮させる上で、重要な要素となる。
　すなわち、後上端の中央と前上端の中央とのレベル差が４ｃｍ未満であると、前記偶力
が十分に発揮されないだろう。
　一方、後上端の中央と前上端の中央とのレベル差が６ｃｍを超えると、ベルト背部の上
端が腸骨よりも上方を覆ったり、あるいは、ベルト前部のゴム様ベルトや収納部の位置が
下方になるのに伴いベルト前部の下端のラインが下肢に近づく。このようなベルト前部は
不快感や運動能力の低下を招く。
【００２５】
　本発明では、前記第１ベルト部の上端のラインが前記ベルト側部の中央（前面の両端）
から前記ベルト前部の中央に近づくに従い下方に向かって傾斜している。そのため、前記
ベルト前部の前上端のラインが、前記仙骨の上端またはその近傍に沿って配置されること
が可能である。　
【００２６】
　“前記ベルト前部、ベルト背部および一対のベルト側部とを本質的に連続的に備え”と
は、第２生地からなる第１ベルト部の一部に第１生地が設けられていてもよい（弾性率の
小さい部分があってもよい）ことを意味する。弾性率の小さい第１生地が若干設けられて
いる場合においても、骨盤の周囲から骨盤に大きな圧力を付与することが可能である。
【００２７】
　“前記ベルト前部の前上端のラインが骨盤よりも上方の部位を本質的に覆わず”とは、
前上端のラインが仙骨前面の上端よりも上方に配置されている場合を含むことを意味する
と共に、前上端のラインが仙骨前面の両側の腸骨において骨盤の上端よりも下方に配置さ
れていることを意味する。
【００２８】
　“前上端のラインが後上端のラインよりも上方の部位を本質的に覆わず”とは、ベルト
背部の一部が第１生地で形成されている場合に、当該第１生地の部位を前上端のラインが
横断するように前上端のラインが配置されていてもよいことを意味する。
【００２９】
　スイムウエア以外においては、前記第１生地の胴回り方向に沿った弾性率Ｅ１が０．３
～３．０Ｎ／ｃｍに設定されているのが好ましいだろう。
【００３０】
　第１生地の弾性率Ｅ１が０．３Ｎ／ｃｍよりも小さいと、運動時に第１生地がめくれ易
いだろう。一方、第１生地の弾性率Ｅ１が３．０Ｎ／ｃｍよりも大きいと、第１生地の過
度の締付により下肢の動きを阻害するかもしれないだろう。
【００３１】
　かかる観点から、第１生地の弾性率Ｅ１は０．４～２．５Ｎ／ｃｍ程度がより好ましく
、０．６～２．０Ｎ／ｃｍ程度が最も好ましいだろう。
【００３２】
　また、スイムウエア以外においては、前記第２生地の胴回り方向に沿った弾性率Ｅ２が
３．０～１４．０Ｎ／ｃｍに設定されているのが好ましいだろう。
　第２生地の弾性率Ｅ２が３．０Ｎ／ｃｍよりも小さいと、第２生地による腰に対する圧
力が小さすぎて十分な偶力が得られないかもしれない。一方、第２生地の弾性率Ｅ２が１
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４．０Ｎ／ｃｍよりも大きいと、腰に対する締付力が大きくなりすぎて、腰の動きを阻害
したり、血行が劣化したりするかもしれない。
【００３３】
　かかる観点から、第２生地の弾性率Ｅ２は４．０～１２．０Ｎ／ｃｍ程度がより好まし
く、４．５～１１．０Ｎ／ｃｍ程度が更に好ましく、競技の種類に関係なく、５．５～１
０Ｎ／ｃｍが最も好ましいかもしれない。
【００３４】
　更に、スイムウエア以外においては、前記第２生地の弾性率Ｅ２を前記第１生地の弾性
率Ｅ１で除した除算値（Ｅ２／Ｅ１）が、２．０～２５．０に設定されているのが好まし
いだろう。
【００３５】
　前記除算値（Ｅ２／Ｅ１）が２．０よりも小さいと、前記第２生地の弾性率Ｅ２が小さ
くなりすぎたり、第１生地の弾性率Ｅ１が大きくなりすぎたりするだろう。そのため、骨
盤外周に加わる力が不十分であったり、下肢に過度の圧迫が加わるかもしれない。
　一方、前記除算値（Ｅ２／Ｅ１）が２５．０よりも大きいと、前記第１生地の弾性率Ｅ
１が小さくなりすぎたり、前記第２生地の弾性率Ｅ２が大きくなりすぎるだろう。そのた
め、骨盤外周に過度の力が加わったり、第１生地がめくれて運動が阻害されるかもしれな
い。
【００３６】
　かかる観点から、前記除算値（Ｅ２／Ｅ１）は３．０～２０程度がより好ましく、４．
０～１８．０程度が最も好ましいだろう。
【００３７】
　また、スイムウエア以外においては、前記第２生地の弾性率Ｅ２から前記第１生地の弾
性率Ｅ１を減算した減算値（Ｅ２－Ｅ１）が２．７～１３．７Ｎ／ｃｍに設定されている
のが好ましいだろう。
【００３８】
　前記減算値（Ｅ２ーＥ１）が２．７Ｎ／ｃｍよりも小さいと、前記第２生地の弾性率Ｅ
２が小さくなりすぎたり、第１生地の弾性率Ｅ１が大きくなりすぎたりするだろう。その
ため、骨盤外周に加わる力が不十分であったり、腹部に過度の圧迫が加わるかもしれない
。
　一方、前記減算値（Ｅ２ーＥ１）が１３．７Ｎ／ｃｍよりも大きいと、前記第１生地の
弾性率Ｅ１が小さくなりすぎたり、前記第２生地の弾性率Ｅ２が大きくなりすぎるだろう
。そのため、骨盤外周に過度の力が加わったり、第１生地がめくれて運動が阻害されるか
もしれない。
【００３９】
　かかる観点から、減算値（Ｅ２ーＥ１）は、３．６～１１．６Ｎ／ｃｍがより好ましく
、３．９～１０．４Ｎ／ｃｍが最も好ましいだろう。
【００４０】
　これらの組み合わせから、スイムウエア以外においては、前記第１生地の胴回り方向に
沿った弾性率が０．３～３．０Ｎ／ｃｍに設定され、前記第２生地の胴回り方向に沿った
弾性率が３．０～１４．０Ｎ／ｃｍに設定され、前記第２生地の弾性率を前記第１生地の
弾性率で除した値が２．０～２５．０に設定され、前記第２生地の弾性率から前記第１生
地の弾性率を減算した値が２．７～１３．７Ｎ／ｃｍに設定されているのが好ましいだろ
う。
【００４１】
　また、スイムウエア以外において、前記第１生地の弾性率が０．４～２．５Ｎ／ｃｍに
設定され、前記第２生地の弾性率が４．０～１２．０Ｎ／ｃｍに設定され、前記第２生地
の弾性率を前記第１生地の弾性率で除した値が３．０～２０．０に設定され、前記第２生
地の弾性率から前記第１生地の弾性率を減算した値が３．６～１１．６Ｎ／ｃｍに設定さ
れるのがより好ましいだろう。
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【００４２】
　スイムウエア以外において、前記第１生地の弾性率が０．６～２．０Ｎ／ｃｍに設定さ
れ、前記第２生地の弾性率が４．５～１１．０Ｎ／ｃｍに設定され、前記第２生地の弾性
率を前記第１生地の弾性率で除した値が４．０～１８．０に設定され、前記第２生地の弾
性率から前記第１生地の弾性率を減算した値が３．９～１０．４Ｎ／ｃｍに設定されるの
が更に好ましいだろう。最も好ましい例では、競技の種類に関係なく、前記第２生地の弾
性率が５．５～１０．０Ｎ／ｃｍに設定される。
【００４３】
　スイムウエアの場合、生地が肌の表面から離れるとスイムウエア内に水が浸入し大きな
抵抗となるので、生地が肌に密着しているのが好ましい。そのため、第１生地の弾性率も
高いのが好ましい。
【００４４】
　一方、前記第１生地の弾性率Ｅ１を高くした場合、前記第２生地の弾性率Ｅ２を高くし
すぎると、ウエアによる身体の締め付け力が大きくなりすぎる。また、スイムウエアの場
合、伸びが大きい状態で水泳者がスイムウエアを着用する。そのため、第２生地自体の弾
性率は小さいが、水泳者の腰に加わる力は大きい。
【００４５】
　かかる観点から、スイムウエアの場合、前記第１生地の弾性率が１．２～３．５Ｎ／ｃ
ｍに設定され、前記第２生地の弾性率が５．０～１４．０Ｎ／ｃｍに設定され、前記第２
生地の弾性率Ｅ２を前記第１生地の弾性率Ｅ１の平均値で除した値が１．５～７．０に設
定され、前記第２生地の弾性率Ｅ２から前記第１生地の弾性率Ｅ１を減算した値が３．７
～１２．０Ｎ／ｃｍに設定されるのが好ましいだろう。
【００４６】
　スイムウエアの場合、前記第１生地の弾性率が１．５～３．０Ｎ／ｃｍに設定され、前
記第２生地の弾性率が５．５～１０．０Ｎ／ｃｍに設定され、前記第２生地の弾性率Ｅ２
を前記第１生地の弾性率Ｅ１で除した値が１．９～６．０に設定され、前記第２生地の弾
性率Ｅ２から前記第１生地の弾性率Ｅ１を減算した値が２．５～８．５Ｎ／ｃｍに設定さ
れるのがより好ましいだろう。
【００４７】
　スイムウエアの場合、前記第１生地の弾性率が１．７～２．８Ｎ／ｃｍに設定され、前
記第２生地の弾性率が６．０～９．０Ｎ／ｃｍに設定され、前記第２生地の弾性率Ｅ２を
前記第１生地の弾性率Ｅ１で除した値が２．２～４．０に設定され、前記第２生地の弾性
率Ｅ２から前記第１生地の弾性率Ｅ１を減算した値が４．３～７．２Ｎ／ｃｍに設定され
るのが最も好ましいだろう。
【００４８】
　スイムウエアにおいては、筋肉が大きく動く大腿の前面については弾性率がより小さい
生地（第１生地）を用い、下腹部、臀部および大腿背面については弾性率がやや大きい生
地（第１生地）を用いてもよい。かかる場合、つまり、弾性率の異なる２種以上の生地を
第１生地や第２生地が含む場合、スイムウエアだけでなく全てのウエアにおいて生地の弾
性率は平均値で定義される。
【００４９】
　本発明において、弾性率Ｅ１、Ｅ２は着用時に胴に加わる圧力を設定するものであるか
ら、着用状態の値で定義されるべきである。一方、生地の弾性率は金属材料の弾性率と異
なり、伸びの量によって変動する。そこで、本発明では弾性率の再現性を考慮し、弾性率
を以下のように定義する。
【００５０】
　すなわち、下記の(1) 式に示すように、弾性率とは単位幅の生地について生地が２０％
伸びた時における単位伸びに対する荷重の大きさをいう。
　Ｅ＝（Ｆ／Ｗ）／Δ　…(1) 
　Ｅ：弾性率
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　Ｆ：２０％伸び時の荷重
　Ｗ：サンプルの幅
　Δ：０．２（ひずみ）
　本発明における弾性率は生地の単位幅当りの荷重の大きさであるから、生地の厚さは無
視される。
　なお、「単位伸び」とは生地の単位長さ当りの伸びを意味する。
　また、第１または第２の生地が複合材である場合には、複合した状態で測定された値で
定義される。
【００５１】
　一方、ゴム様ベルトやゴム様ベルトを収納するために第２生地を二重にして袋状に形成
した収納部については、局部的に弾性率が高くなっている。しかし、これらの部材のうち
測定の困難な袋状の収納部については、本明細書における弾性率の定義から除外される。
【００５２】
　本発明の好適な実施例においては、前記第１ベルト部の上端部には、胴回り方向に連な
った収納部が設けられ、前記収納部は前記第２生地が二重になるように前記第２生地を折
り返して形成され、前記収納部には前記胴回り方向に伸縮性を有するゴム弾性を持つゴム
様ベルトが収納されている。　
【００５３】
　前述のように、収納部やゴム様ベルトを持つ第１ベルト部の上端部の弾性率は他の部位
の弾性率に比べ著しく大きい。したがって、前記収納部やゴム様ベルトが第１ベルト部の
上端部において胴回り方向に連なっていることで、着用時に腰部において大きな偶力が発
揮される。
【００５４】
　ここで、ゴム弾性を持つゴム様ベルトとは、ベルトが糸ゴムや平ゴムで形成されている
場合の他に、糸ゴムを織って形成されたベルトや、生地に樹脂を含浸・塗布などして形成
されたベルトを含み、伸縮性の大きい熱可塑性エラストマーを素材として糸状または帯状
に形成されたベルトを含む。
　なお、「ゴム弾性」とは、ベルトの大きな変形が可能で（例えば、破断伸度が１００％
以上）、かつ、応力を取り除くとベルトが元の形状に復元する性質をいう。
【００５５】
　本発明の更に好適な実施例では、前記ゴム様ベルトの弾性率が１７～４０Ｎ／ｃｍに設
定され、かつ、前記ゴム様ベルトの幅が２．０～３．５ｃｍに設定されている。
【００５６】
　この場合、ゴム様ベルトの弾性率が大きく、かつ、十分な幅を持つので、大きな偶力が
発揮される。
【００５７】
　本発明の効果は、着用時にウエアが着用者の骨盤に与える圧力およびモーメントによっ
て得られる。したがって、本来的には、ウエアをマネキンに着せて、マネキンの表面の圧
力の分布を測定し、この測定値をパラメータとすべきである。しかし、前記圧力分布の測
定は、マネキンが異なれば得られるデータが異なる。そこで、本明細書においては、生地
の弾性率をパラメータとした。
【００５８】
　ベルト前部の上下方向の平均幅は、３～１２ｃｍ程度が好ましく、４～１０ｃｍ程度が
更に好ましいだろう。
　一方、ベルト背部の上下方向の平均幅は、５～１２ｃｍ程度が好ましく、６～１０ｃｍ
程度が更に好ましいだろう。
【００５９】
　第１ベルト部の幅が大きすぎるとオフセットの効果が得にくくなる。一方、第１ベルト
部の幅が小さすぎると着用者に対し力が局所的に作用しすぎる。
【００６０】
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　本発明において、前記ベルト前部の前上端のラインは下方に向かって凸となるように形
成されており、前記ベルト背部の後上端のラインは上方に向かって凸または概ね水平とな
るように形成されているのが好ましい。
　このように第１ベルト部の上端が形成されていることで、第１ベルト部の上端のライン
が背面の中心から側部を通り前面の中心に向かって緩やかなカーブを描き、かつ、自然な
ラインとなる。
【００６１】
　この場合、前記ベルト前部の下端のラインは上方に向って凸となるように形成されてお
り、前記ベルト背部の下端のラインは上方に向って凸となるように形成されているのが更
に好ましい。
　この実施例の場合、ベルト側部の上下の幅が大きくなる。ベルト側部の上下の幅が大き
いと、骨盤の左右方向の安定が高まる。
【００６２】
　本発明では、前記第１ベルト部は前記前面の両端近傍において上前腸骨棘の少なくとも
一部を覆い、かつ、腸腰筋の一部を覆い、前記ベルト背部は仙骨の一部を覆うのが好まし
い。
　このような配置で第１ベルト部が骨および筋肉を覆うことにより骨盤が安定すると共に
、第１ベルト部が腸腰筋を圧迫して、インナーマッスルである腸腰筋の働きを高めること
が可能となる。
【００６３】
　この場合、前記ベルト背部は仙骨の上端またはその近傍を覆い下端を覆わないのが更に
好ましい。
　このような位置にベルト背部が設けられていると、背面から骨盤に加わる力と前面から
骨盤に加わる力とのオフセット量が大きい。したがって、骨盤が直立した姿勢となり易い
。
【００６４】
　また、前記ベルト側部は腸骨稜よりも下方でかつ大転子よりも上方に配置されているの
が好ましい。
　腸骨稜と大転子の間において、ベルト側部が中殿筋に力を加えていることで、中殿筋の
動きが左右にブレるのを防止し、中殿筋の働きが高められる。その結果、骨盤および下肢
が左右方向に安定し運動効率が向上する。
【００６５】
　この場合、前記ベルト側部の下端のラインは、前記ベルト側部における周方向の概ね中
心に近づくに従い下方に向かって凸となるように形成されており、前記ベルト側部の最下
端が前記大転子に接近している。前記ベルト側部の高さが前記大転子から前記腸骨稜まで
の距離の１／２以上でかつ４／５以下に設定されているのが好ましいだろう。
【００６６】
　腸骨稜と大転子の間においてベルト側部が中殿筋を広い面積にわたって圧迫することは
、中殿筋の働きを高める。ベルト側部が大転子を覆わない場合、脚の運動がスムーズにな
る。
【００６７】
　本発明はスイムウエアとして好的に用いることができる。
　骨盤にオフセットした力が加えられることで、水泳中に、重い下肢を上方に持ち上げる
力が骨盤に作用する。そのため、水泳時において腰が沈み込まない上、筋疲労が生じても
姿勢が安定する。その結果、競泳者の姿勢が水面に対して平行かつ真っ直ぐな有効姿勢と
なり易く、かつ、筋肉が疲労しても、前記有効姿勢を維持し易い。
【００６８】
　スイムウエアの場合、前記第１生地とは異なる生地で形成された一対の第２ベルト部を
更に備え、前記第２ベルト部の長手方向に沿った弾性率が前記第１生地の弾性率よりも大
きく、前記各第２ベルト部は、前記第２ベルト部の上端が前記骨盤の外側における大腿背
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部において前記第１ベルト部の下端に連結された第１連結部を有し、前記第１連結部から
膝の内側に向かうベルト状に形成されているのが好ましい。
【００６９】
　大腿背部の骨盤外側と膝内側を結ぶ仮想のライン上に、第２ベルト部を配置することで
股関節を伸展させるハムストリングスおよび大殿筋の働きを補助する機能や股関節を内旋
させる機能が向上する。また、股関節を伸展させることにより、水泳時における腰の沈み
込みが抑制される。
【００７０】
　スイムウエアの場合、前記第１生地とは異なる生地で形成された一対の第３ベルト部を
更に備え、前記第３ベルト部の長手方向に沿った弾性率が前記第１生地の弾性率よりも大
きく、前記第３ベルト部は、大腿前部の上端近傍の内側から膝の外側に向かってベルト状
に形成されているのが更に好ましい。
【００７１】
　大腿前部の上端近傍の内側と膝外側を結ぶ仮想のライン上に、第３ベルト部を配置する
ことで、股関節を内転させる内転筋群の働きを補助する機能や股関節を内旋させる機能が
向上する。股関節を内転、内旋させることにより、水中におけるキック動作において、よ
り多くの水を下肢や足でとらえることができる。
【００７２】
　膝よりも下方を覆う脚部を持つランニングタイツの場合、前記第２生地で形成され膝近
傍の上方の前面を覆うサポート部と、前記サポート部と前記ベルト側部とを脚の長手方向
に沿って連ねる連結部とを更に備えているのが好ましい。
【００７３】
　この場合、前記サポート部により、大腿部の振動抑制が図られる。また、サポート部を
ベルト部に連結することで、下肢の側方安定性が図られる。さらに、膝関節や股関節の回
旋の安定が図られる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】図１Ａは本発明の第１実施例にかかるパンツ型の競技用ウエアを示す概略正面図
、図１Ｂは従来のパンツ型のウエアを示す概略正面図である。
【図２】図２Ａはパンツ型の競技用ウエアを示す概略正面図、図２Ｂは同背面図である。
【図３】図３Ａは従来のパンツ型のウエアを示す概略正面図、図３Ｂは同背面図である。
【図４】図４Ａは、本発明の第１実施例にかかる競技用ウエアの一部を破断した概略断面
図、図４Ｂは人体の骨格の一部を示す正面図である。
【図５】図５Ａ，図５Ｂおよび図５Ｃは、それぞれ、同競技用ウエアと骨および筋肉との
関係を示す概略正面図、概略側面図、概略背面図である。
【図６】図６Ａ，図６Ｂおよび図６Ｃは、それぞれ、本発明の第２実施例にかかるパンツ
型の競技用ウエアを着用した場合の概略正面図、概略背面図、概略側面図である。
【図７】図７Ａ，図７Ｂおよび図７Ｃは、それぞれ、本発明の第３実施例にかかるパンツ
型の競技用ウエアを示す概略正面図、概略背面図、概略側面図である。
【図８】図８Ａ，図８Ｂおよび図８Ｃは、それぞれ、本発明の第４実施例にかかるパンツ
型の競技用ウエアを示す概略正面図、概略背面図、概略側面図である。
【図９】図９は本発明の第５実施例にかかるタイツ型の競技用ウエアを示す概略斜視図で
ある。
【図１０】図１０Ａ，図１０Ｂおよび図１０Ｃは、それぞれ、本発明の第６実施例にかか
るスーツ型の競技用ウエアを示す概略背面図、概略側面図、概略正面図である。
【図１１】図１１Ａは比較例および試験例に用いたウエアを着用して走速度を測定した結
果を示す棒グラフ、図１１Ｂは比較例および試験例に用いたウエアを着用して推進力積を
測定した結果を示す棒グラフである。
【図１２】図１２Ａは比較例および試験例に用いたウエアを着用して横方向の力積を測定
した結果を示す棒グラフ、図１２Ｂは比較例および試験例に用いたウエアを着用して推進
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効率を測定した結果を示す棒グラフである。
【図１３】図１３Ａは比較例および試験例に用いたウエアを着用して跳躍高を測定した結
果を示す棒グラフ、図１３Ｂは比較例および試験例に用いたウエアを着用して跳躍高のバ
ラツキを測定した結果を示す棒グラフである。
【図１４】図１４Ａは比較例および試験例に用いたウエアを着用して大殿筋の筋力の発揮
効率を測定した結果を示す棒グラフ、図１４Ｂは比較例および試験例に用いたウエアを着
用してハムストリングスの筋力の発揮効率を測定した結果を示す棒グラフである。
【図１５】図１５Ａおよび図１５Ｂは、それぞれ、比較例および試験例に用いたウエアを
着用して跳躍高を測定した結果を示す棒グラフである。
【図１６】図１６Ａは比較例および試験例に用いたウエアを着用して泳いだ場合のストロ
ーク長を測定した結果を示す棒グラフ、図１６Ｂは水中姿勢を示す側面図である。
【符号の説明】
【００７５】
　１：パンツ型の競技用ウエア
　１０：第１ベルト部
　１１：ベルト前部
　１２：ベルト側部
　１３：ベルト背部
　１４：第１ベルト部の前上端のライン
　１５：第１ベルト部の後上端のライン
　１７：脚部
　２２：第２ベルト部
　２３：第３ベルト部
　２４：第２連結部
　２５：第１サポート部
　２６：第２サポート部
　２００：脹脛（ふくらはぎ）
　３１：第１連結部
　１０１：第１領域
　１０２：第２領域
　１０３：第３領域
　Ｆ：生地
　Ｆｂ：身生地
　Ｆｓ：強化生地
　Ｈ１：上端のラインのオフセット量
　Ｈ２：中心のラインのオフセット量
　Ｍ１：腸腰筋
　Ｍ２：中殿筋
　Ｍ３：腰方形筋
　Ｂｂ：大転子
　Ｂｆ：大腿骨
　Ｂｈ：骨盤
　Ｂｓ：仙骨
　Ｂｔ：腸骨
　Ｂｈｕ：骨盤の上部
　Ｂｌｃ：腸骨稜
　Ｂｌｓ：上前腸骨棘
　Ｇｂ：ゴム様ベルト
　Ｇｓ：収納部
　Ｔｕ：大腿前部Ｔｆの上端近傍の内側
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　Ｔｆ：大腿前部
　Ｔｂ：大腿背部
　Ｊ：股関節
　Ｋ：膝
【発明を実施するための最良の形態】
【００７６】
　本発明は、添付の図面を参考にした以下の好適な実施例の説明からより明瞭に理解され
るであろう。しかしながら、実施例および図面は単なる図示および説明のためのものであ
り、本発明の範囲は請求の範囲によって定まる。添付図面において、複数の図面における
同一の部品番号は、同一または相当部分を示す。
【００７７】
第１実施例：
　以下、本発明の第１実施例が図１Ａ，図２Ａ，図２Ｂ，図４～図５Ｃを参照して説明さ
れる。
　図４Ｂにおいて、骨盤Ｂｈは腸骨Ｂｔおよび仙骨Ｂｓからなる。骨盤Ｂｈには股関節Ｊ
を介して大腿骨Ｂｆが接続されている。
【００７８】
　全体構成：
　図１Ａは、膝上丈のパンツ型の競技用ウエア１を示す。
　図１Ａに示すように、本競技用ウエア１は伸縮性を有する生地Ｆ１，Ｆ２からなる。
【００７９】
　前記競技用ウエア１は、図２Ａおよび図２Ｂに示すように、弾性率の小さい第１生地Ｆ
１と、前記第１生地Ｆ１よりも弾性率の大きい第２生地Ｆ２（図２Ａおよび図２Ｂの荒い
網点で示す部分）とで形成されている。
【００８０】
　図５Ａ，図５Ｂおよび図５Ｃに示すように、ウエア１を着用すると、股間Ｃおよび骨盤
Ｂｈの下部の周囲は、第１生地Ｆ１で覆われ、前記骨盤Ｂｈの上部の周囲は、第２生地Ｆ
２で覆われる。前記第２生地Ｆ２は、ベルト状の第１ベルト部１０を構成している。
【００８１】
　図４Ａに示すように、前記第１生地Ｆ１はウエアの概ね全域にわたる身生地Ｆｂで構成
されている。第１ベルト部１０は、たとえば、強化ネットのような強化生地Ｆｓを身生地
Ｆｂに重ね合わせた第２生地Ｆ２により構成されている。
　第１ベルト部１０の上部は折り曲げられた後、折り曲げられた前記上部の端部が他の第
１ベルト１０と縫合されて袋状の収納部Ｇｓが形成されている。図２Ａおよび図２Ｂに示
すように、前記収納部Ｇｓには、帯状のゴム様ベルトＧｂがウエア１の胴回りの全周にわ
たって挿入されている。この実施例の場合、ゴム様ベルトＧｂの幅は、たとえば２．５ｃ
ｍである。
【００８２】
　第１ベルト部１０：
　図２Ａおよび図２Ｂの２点鎖線で示すように、ベルト前部１１、一対のベルト側部１２
およびベルト背部１３が第１ベルト部１０を周方向Ｒに４等分した領域にそれぞれ設定さ
れている。すなわち、ウエアの前面にベルト前部１１、背面にベルト背部１３、側面にベ
ルト側部１２がそれぞれ設定されている。前記ベルト前部１１、ベルト側部１２およびベ
ルト背部１３は、連続的に形成されている。
【００８３】
　図２Ａに示すように、ベルト前部１１の前上端のライン１１ｕは、下方に向って凸とな
るように形成されている。図２Ｂに示すように、ベルト背部１３の後上端のライン１３ｕ
は、上方に向って凸となるように形成されている。
　図２Ａに示すように、ベルト前部１１の下端のライン１１ｄは、上方に向って凸となる
ように形成されている。図２Ｂに示すように、ベルト背部１３の下端のライン１３ｄは、
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上方に向って凸となるように形成されている。
【００８４】
　第２実施例を示す図６Ａ，図６Ｂおよび図６Ｃのように、第１実施例においても第１ベ
ルト部１０の上端のライン１４，１５は、ベルト背部１３の中央１５ｃからベルト側部を
通ってベルト前部１１の中央１４ｃに近づくに従い下方に向って傾斜している。なお、図
６Ａ～図６Ｃの第２実施例では収納部Ｇｓに糸状のゴム様ベルトが収納されている。なお
、第２実施例の詳細については後述される。
【００８５】
　図６Ａ，図６Ｂおよび図６Ｃに示すように、第１ベルト部１０は、後上端のライン１５
の中央１５ｃが前上端のライン１４の中央１４ｃよりもたとえば５．０ｃｍ上方に配置さ
れている。
　図２ＢにおいてラインＬｂはベルト背部１３を上下に２分割する仮想の後中心ラインで
ある。図２ＡにおいてラインＬｆはベルト前部１１を上下に２分割する仮想の前中心ライ
ンである。図１に示すように、ラインＬｂがラインＬｆよりも平均値で約５．０ｃｍ上方
となるように、第１ベルト部１０が形成されている。
【００８６】
　ウエア１の着用状態：
　図５Ａ，図５Ｂおよび図５Ｃに示すように、ウエア１が着用されると、第１ベルト部１
０により骨盤Ｂｈの周囲が覆われる。
　図５Ａに示すように、ベルト前部１１は骨盤Ｂｈの上部Ｂｈｕを前面から覆う。図５Ｂ
に示すように、ベルト側部１２は骨盤Ｂｈの上部Ｂｈｕを側面から覆う。図５Ｃに示すよ
うに、ベルト背部１３は骨盤Ｂｈの上部Ｂｈｕを背面から覆う。
【００８７】
　図５Ａに示すように、ベルト前部１１の前上端のライン１４は、骨盤Ｂｈの上端または
その近傍に沿って配置される。すなわち、前上端のライン１４のレベルは、概ね、仙骨前
面の中央上端またはその近傍のレベルに配置される。前上端のライン１４は、骨盤Ｂｈよ
りも上方の部位を覆わない。前上端のライン１４は、ベルト背部１３の後上端のライン１
５よりも上方の部位を覆わない。
　ベルト前部１１の下端のライン１１ｄは、骨盤Ｂｈの下部の股関節Ｊや大転子Ｂｂより
も上方に位置する。
　第１ベルト部１０は、前面の両端において上前腸骨棘ＢＩｓの一部を覆い、かつ、腸腰
筋Ｍ１の一部を覆う。
【００８８】
　図５Ｂに示すように、ベルト側部１２は、腸骨稜ＢＩｃの上端よりも下方で、かつ、大
転子Ｂｂよりも上方に配置される。ベルト側部１２の上端のラインは前記腸骨稜ＢＩｃに
近接しているのが好ましい。
　ベルト側部１２の下端１２ｄは、ベルト側部１２における周方向Ｒの概ね中心に近づく
に従い下方に向って凸となるように形成されている。そのため、ベルト側部１２の最下端
は、大転子Ｂｂに接近している。
　ベルト側部１２の高さは、大転子Ｂｂから腸骨稜ＢＩｃまでの距離の１／２以上で、か
つ、４／５以下に設定される。そのため、中殿筋Ｍ２は、その中部から上部にかけて、ベ
ルト側部１２によって覆われている。
【００８９】
　図５Ｂに示すように、前面から骨盤Ｂｈに加わる力Ｗｆと背面から骨盤Ｂｈに加わる力
Ｗｂとが互いにオフセットした状態で骨盤Ｂｈに加わっている。
　すなわち、前面から骨盤Ｂｈに加わる力Ｗｆより上方の位置において、力Ｗｂが背面か
ら骨盤Ｂｈに加わっている。
【００９０】
　図５Ｃに示すように、ベルト背部１３は仙骨Ｂｓの上部を覆う。前記仙骨Ｂｓの両側に
おいて、前記ベルト背部１３の後上端のライン１３ｕは、腸骨Ｂｔの上端に近接し、かつ
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、腸骨Ｂｔの上端よりも下方の位置となるのが好ましい。ベルト背部１３は、仙骨Ｂｓの
上端またはその近傍を覆うと共に、仙骨Ｂｓの下端を覆わない。ベルト背部１３およびベ
ルト側部１２は、腰方形筋Ｍ３を覆わない。
【００９１】
第３実施例：
　つぎに、本発明の第３実施例が図７Ａ，図７Ｂおよび図７Ｃを参照して説明される。
　図７Ｂおよび図７Ｃに示すように、本競技用ウエア１Ｂは、一対の第２ベルト部２２を
備えている。前記第２ベルト部２２は第２生地Ｆ２で形成されており、第２生地Ｆ２の長
手方向に沿った弾性率Ｅ３は第１生地Ｆ１の弾性率Ｅ１よりも大きい。
　第２ベルト部２２の上端は、骨盤Ｂｈ（図５Ｂ）の外側における大腿背部Ｔｂにおいて
、第１ベルト部１０の下端に連結された第１連結部３１を有している。第２ベルト部２２
は、前記第１連結部３１から膝Ｋの内側Ｋ１に向かって膝Ｋの内側Ｋ１までベルト状に形
成されている。一方、図７Ａに示すように、第２ベルト部２２は、大腿前部Ｔｆには配置
されていない。
　なお、第２生地Ｆ２の長手方向に沿った弾性率Ｅ３と第２生地Ｆ２の胴回り方向に沿っ
た弾性率Ｅ２は同じ値である。
【００９２】
　その他の構成は、第１実施例と同様であり、同一部分または相当部分に同一符号を付し
て、その説明を省略する。
【００９３】
第４実施例：
　つぎに、本発明の第４実施例が図８Ａ，図８Ｂおよび図８Ｃを参照して説明される。
　図８Ａおよび図８Ｃに示すように、本競技用ウエア１Ｃは、一対の第３ベルト部２３を
備えている。前記第３ベルト部２３は第２生地Ｆ２で形成されており、第２生地Ｆ２の長
手方向に沿った弾性率Ｅ３は第１生地Ｆ１の弾性率Ｅ１よりも大きい。
　第３ベルト部２３は、大腿前部Ｔｆの上端近傍の内側Ｔｕから、膝Ｋの外側Ｋ２に向か
って膝Ｋの外側Ｋ２までベルト状に形成されている。
　なお、第２生地Ｆ２の長手方向に沿った弾性率Ｅ３と第２生地Ｆ２の胴回り方向に沿っ
た弾性率Ｅ２は同じ値である。
【００９４】
　その他の構成は、第３実施例と同様であり、同一部分または相当部分に同一符号を付し
て、その説明を省略する。
【００９５】
第５実施例：
　つぎに、本発明の第５実施例が図９を参照して説明される。
　図９に示すように、本競技用ウエア１Ｄは、いわゆるタイツ型であり、膝Ｋおよびその
下方の脹脛（ふくらはぎ）２００を覆う脚部１７を備えている。前記ウエア１Ｄは、第１
サポート部２５、第２サポート部２６および第２連結部２４を備えている。
　前記第１および第２サポート部２５，２６および第２連結部２４は、第１生地Ｆ１より
も弾性率の大きい第２生地Ｆ２で形成されている。
【００９６】
　すなわち、第１および第２サポート部２５、２６の脚周り方向に沿った弾性率Ｅ４は第
１生地Ｆ１の弾性率Ｅ１よりも大きく、第２連結部２４の長手方向に沿った弾性率Ｅ５は
前記第１生地Ｆ１の弾性率Ｅ１よりも大きい。
　第１サポート部２５は、膝Ｋ近傍の上方の前面を覆う。第２サポート部２６は、膝Ｋ近
傍の下方の前面を覆う。
　第２連結部２４は、前記第１および第２サポート部２５，２６と、第１ベルト部１０の
ベルト側部１２の側部とを脚の長手方向Ｚに沿って連なるように形成されている。
　なお、前記第２生地Ｆ２の第１および第２サポート部２５、２６の脚周り方向に沿った
弾性率Ｅ４、第２生地Ｆ２の第２連結部２４の長手方向に沿った弾性率Ｅ５および第２生
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地Ｆ２の胴回り方向に沿った弾性率Ｅ２は同じ値である。
【００９７】
　その他の構成は、第１実施例と同様であり、同一部分または相当部分に同一符号を付し
て、その説明を省略する。
【００９８】
　第２実施例、第６実施例：
　図６Ａ～図６Ｃは男性用のスイムウエアを示す。図１０Ａ，図１０Ｂおよび図１０Ｃに
示す競技用ウエア１Ａは第６実施例を示し、前述の第２実施例のスイムウエア１を女性用
スイムウエアに適用したものである。
【００９９】
　図６Ａ～図６Ｃにおいて、前記第１生地Ｆ１は、大腿の前面である第１領域１０１と、
大腿の背面および臀部である第２領域１０２とを覆い、前記第１領域１０１を覆う第１生
地Ｆ１の前記弾性率よりも前記第２領域１０２を覆う第１生地Ｆ１の前記弾性率の方が大
きい。
　前記第１生地Ｆ１は更に下腹部からなる第３領域１０３を覆い、前記第３領域１０３の
第１生地Ｆ１の前記弾性率は、前記第１領域１０１を覆う第１生地Ｆ１の前記弾性率より
も大きい。
【０１００】
　たとえば、前記第２および第３領域１０２、１０３の第１生地Ｆ１の弾性率は３．３Ｎ
／ｃｍであり、前記第１領域１０１の第１生地Ｆ１の弾性率は１．２Ｎ／ｃｍである。図
６Ａ～図６Ｃにおいて前記第２および第３領域１０２、１０３については細かい網点が施
されている。この場合、第１生地Ｆ１の弾性率Ｅ１は下記の（２）式で求められる。
　Ｅ１＝（Ｅ11・Ａ11＋Ｅ12・Ａ12＋・・・Ｅ1n・Ａ1n）／Ａ１・・・（２）
　Ｅ1i：第１生地で覆われた領域の生地の弾性率
　Ａ1i：弾性率Ｅ1iの生地で覆われた領域の面積
　Ａ１：腰盤下部を覆う第１生地の総面積
【０１０１】
　図１０Ａ～図１０Ｃの女性用スイムウエアにおいては、前記第２および第３領域１０２
、１０３およびこれらと同等の弾性率を持つ部位に細かい網点が施されている。
　本第６実施例のウエア１Ａについてのその他の構成は、前述した競技用ウエア１と同様
であり、同一部分または相当部分に同一符号を付して、その説明を省略する。
【０１０２】
　試験例および比較例：
　つぎに、本発明の効果を明瞭にするために、試験例および比較例が示される。
【０１０３】
　試験に用いた試験例１、試験例２、試験例３、比較例１、比較例２および比較例３が説
明される。
　なお、以下において「ゴム様ベルトＧｂの弾性率」とは、ゴム様ベルトＧｂの表面およ
び裏面に第１生地Ｆ１を重ね合わせた状態における弾性率を示す。
【０１０４】
　試験例１：
　試験例１は、図１Ａの競技用ウエア１において、第１生地Ｆ１の胴回り方向Ｒに沿った
弾性率が１．１Ｎ／ｃｍに設定され、第２生地Ｆ２の胴回り方向Ｒに沿った弾性率が４．
６Ｎ／ｃｍに設定されたウエアである。ゴム様ベルトＧｂの弾性率は１８．４Ｎ／ｃｍで
あった。
【０１０５】
　試験例２：
　試験例２は、前記図１Ａの競技用ウエア１において、第１生地Ｆ１の胴回り方向Ｒに沿
った弾性率が１．１Ｎ／ｃｍに設定され、第２生地Ｆ２の胴回り方向Ｒに沿った弾性率が
８．０Ｎ／ｃｍに設定されたウエアである。ゴム様ベルトＧｂの弾性率は２５．７Ｎ／ｃ
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ｍであった。
　したがって、試験例１は試験例２よりも、第１ベルト部１０（図１Ａ）による被験者に
与える圧力および偶力が小さく設定されている。
【０１０６】
　比較例１：
　比較例１は、前記図１の競技用ウエア１において、第１および第２生地Ｆ１、Ｆ２の胴
回り方向Ｒに沿った弾性率が１．１Ｎ／ｃｍに設定されたウエアである。比較例１のゴム
様ベルトＧｂの弾性率は６．１Ｎ／ｃｍであった。
【０１０７】
　比較例２：
　比較例２は、図１Ｂ、図３Ａおよび図３Ｂに示す公知のパンツ１００を用いた。
　図１Ｂに示すように、比較例２のパンツ１００は第３生地Ｆ３、第４生地Ｆ４および第
５生地Ｆ５を備えている。
【０１０８】
　パンツ１００の上端部には、ゴム様ベルトＧｂが該パンツ１００の胴回りの全周にわた
って挿入されている。
　図１Ａおよび図１Ｂに示すように、パンツ１００の前上端のライン１４Ａは、図１Ａの
競技用ウエア１の前上端のライン１４に比べて、股間Ｃからの高さが高く設定されている
。そのため、前記ゴム様ベルトＧｂによって、着用者の骨盤Ｂｈ（図５Ａおよび図５Ｂ）
よりも上方の部分が締めつけられる。
　このパンツ１００の上端のラインの最大のオフセット量Ｈ１は約３ｃｍ程度であった。
【０１０９】
　図３Ａおよび図３Ｂに示すように、パンツ１００の両側面１１２および背面１１３の上
部には第４生地Ｆ４が用いられている。パンツ１００のベルト前部１１１には、中央に行
くに従い下方に向かって凸となるように形成された第５生地Ｆ５が用いられている。
　前記第３生地Ｆ３、第４生地Ｆ４および第５生地Ｆ５の弾性率は、それぞれ、１．７Ｎ
／ｃｍ、４．４Ｎ／ｃｍおよび４．９Ｎ／ｃｍであった。なお、比較例２のゴム様ベルト
の弾性率は腹部で１１．６Ｎ／ｃｍ、背部で１８．０Ｎ／ｃｍであった。
【０１１０】
　試験例３、４および比較例３：
　試験例３は図６Ａ～図６Ｃの男子用のスイムウエア、試験例４は図１０Ａ～図１０Ｃの
女子用のスイムウエアである。試験例３、４の第１生地の弾性率は前面が１．２Ｎ／ｃｍ
、背面が３．３Ｎ／ｃｍ、第２生地の弾性率は６．７Ｎ／ｃｍであった。なお、試験例３
のゴム様ベルトは糸ゴムである。
　なお、比較例３としては、一般的なスイムウエアを用いた。
【０１１１】
　弾性率の測定方法
　生地の弾性率はＪＩＳ－Ｌ１０１８に準拠して下記の仕様で測定した。
　試験機：万能材料試験機（インストロン５５６５型）
　引張方向：ウエアの胴回り方向
　引張速度：２０．０ｃｍ／ｍｉｎ
　チャック間距離：１０．０ｃｍ
　生地のサイズ：幅５．０ｃｍ、長さ２０．０ｃｍ
　試験例１，２および比較例１のゴム様ベルトのサンプルのサイズ：幅２．５ｃｍ、長さ
２０．０ｃｍ
　比較例２のゴム様ベルトのサンプルのサイズ：幅３．０、長さ２０．０ｃｍ
　前記各サンプルが２０％伸びたときの単位伸びに対する単位幅当りの荷重の大きさを測
定して求めた。
【０１１２】
　短距離ランニングテスト：
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　図１１Ａおよび図１１Ｂは、比較例１および試験例１を用いた短距離ランニングテスト
の結果を示す。
　このテストでは、男子短距離選手１４名を被験者として、２０ｍをダッシュした場合の
走速度と推進力の変化を計測した。
　その結果、図１１Ａに示すように走速度が平均値で０．５％向上し、図１１Ｂに示すよ
うに推進力積が平均値で３％向上した。
　この向上の度合いは、１００ｍを１０秒で走ることを想定した場合、０．０５秒短縮さ
れたことに相当する。
【０１１３】
　キック動作の変化：
　図１２Ａおよび図１２Ｂは、比較例１および試験例１を用いたキック動作テストの結果
を示す。
　この試験は、男子長距離選手５名を被験者として、キック動作の変化を計測した。
　その結果、図１２Ａに示すように、試験例１は、比較例１に比べて、キック動作の不安
定性を示す横方向の力が減少した。また、図１２Ｂに示すように、比較例１に比べ試験例
１は推進効率が平均値で８％向上した。なお、ランニング中の腰の左右の動揺も小さくな
った。
【０１１４】
　つぎに、以下に示すジャンプテスト１，２，３を行った。この試験は、被験者が助走付
きジャンプ動作を行い、被験者の腰に付けた反射マーカーの鉛直変位から跳躍高を測定し
た。各ウエアを着用した被験者は、２回のジャンプを１セットとして、２セットのジャン
プを行い、合計４回のジャンプを行った。
【０１１５】
　ジャンプテスト１：
　図１３Ａおよび図１３Ｂは、比較例１および試験例２を用いたジャンプテスト１の結果
を示す。
　ジャンプテスト１は、男子バスケットボール選手５名、バレーボール選手３名の合計８
名を被験者として、跳躍高を計測した。
　その結果、図１３Ａに示すように、試験例２は比較例１に比べて跳躍高が平均で１ｃｍ
向上した。また、図１３Ｂに示すように、試験例２は比較例１に比べて跳躍高のばらつき
が減少し、ジャンプの失敗が減少した。
【０１１６】
　かかるテストにおいて、大殿筋とハムストリングスについて、被験者が床面を蹴ったと
きの力の積分値を筋の活動量で除算して、筋力発揮効率が測定された。
　図１４Ａに示すように、大殿筋の筋力発揮効率は、試験例２、比較例１，試験例１の順
番に大きな値を示した。特に、試験例２は、試験例１および比較例１に比べて約１．５倍
の筋力発揮効率を示した。
　図１４Ｂに示すように、ハムストリングスの筋力の発揮効率は、試験例２，試験例１，
比較例１の順番に大きな値を示した。
　これらの結果から、骨盤に加わる偶力が大きい順に前記各筋力の発揮効率も大きいこと
が分る。
　これは、前記ジャンプ時において、骨盤を安定させる中殿筋Ｍ２（図５Ｂ）の活動が促
進され、かつ、骨盤が直立することで筋肉が至適長さとなり、その結果、ジャンプで主に
働く大殿筋およびハムストリングスの筋力発揮効率が向上したものと考えられる。
【０１１７】
　ジャンプテスト２：
　この試験は、競技スポーツを行っている成人男子５名を被験者とした。
　その結果、図１５Ａに示すように、跳躍高の平均値は、試験例２，試験例１，比較例２
，比較例１の順番に高かった。
【０１１８】
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　比較例２のウエアと試験例１のウエアとは同程度の弾性率の生地で形成されている。ま
た、双方ともにオフセットされた力が身体に加わる。
　しかし、比較例２と試験例１の実験結果の差が生じており、その理由について考察する
。
【０１１９】
　図１Ｂの比較例２に用いたパンツ１００のゴム様ベルトＧｂの前上端のライン１４Ａは
、着用者の骨盤Ｂｈよりも上方の部分に配置されている。
　これに対し、試験例１に用いた競技用ウエア１のゴム様ベルトＧｂの前上端のライン１
４および後上端のライン１５ｕは、着用者の骨盤Ｂｈより上方の部分に配置されていない
。
　また、試験例１の競技用ウエア１のゴム様ベルトＧｂの前上端のラインと後上端のライ
ンとのオフセット量は、前記従来のパンツ１００のゴム様ベルトＧｂの前上端のラインと
後上端のラインとのオフセット量よりも大きい。
【０１２０】
　すなわち、試験例１の競技用ウエア１は、前記パンツ１００に比べ、（１）ゴム様ベル
トＧｂの前上端のラインが骨盤よりも上方に配置されていない、（２）前記オフセット量
が前記パンツ１００のオフセット量よりも大きい、という違いがある。
【０１２１】
　このように、前記競技用ウエア１は、ゴム様ベルトＧｂの前上端のラインが骨盤よりも
上方に配置されておらず、前記オフセット量が大きいため、オフセットした偶力による骨
盤を直立させるモーメントが大きい。その結果、骨盤が直立した姿勢となり易いと推測さ
れる。
　これに対し、前記パンツ１００は、ゴム様ベルトの前上端のライン１４Ａが骨盤Ｂｈよ
りも上方の部分に配置されており、かつ、前記オフセット量が小さいため、オフセットし
た偶力が小さい。その結果、骨盤を直立させ難いと推測される。
　以上より、前記競技用ウエア１と前記パンツ１００は構成において明確な差異があり、
骨盤Ｂｈに加える偶力の大きさの違いが実験結果に影響を与えたと考えられる。
【０１２２】
　つぎに、試験例１と試験例２の実験結果の差について考察する。
　前述したように、試験例１の第２生地Ｆ２の弾性率は４．６Ｎ／ｃｍ、ゴム様ベルトＧ
ｂの弾性率は１８．４Ｎ／ｃｍ、試験例２の第２生地Ｆ２の弾性率は８．０Ｎ／ｃｍ、ゴ
ム様ベルトＧｂの弾性率は２５．７Ｎ／ｃｍであった。
　したがって、試験例２の第１ベルト部１０（図１Ａ）が骨盤Ｂｈに与える圧力および偶
力は、試験例１の第１ベルト部１０が骨盤Ｂｈに与える圧力および偶力よりも大きい。
　骨盤に加える圧力が大きい場合、骨盤の安定を図ることができる。さらに、骨盤に加え
る偶力が大きいことで、骨盤が直立した姿勢となり易い。
　以上より、試験例１と試験例２は第２生地Ｆ２およびゴム様ベルトＧｂの弾性率におい
て差異があり、骨盤Ｂｈに加える圧力および偶力の大きさの違いが実験結果に影響を与え
たと考えられる。
【０１２３】
　ジャンプテスト３：
　つぎに、一般的な成人男子８名を被験者として、同様のジャンプテストを試験例１と比
較例１の各ウエアを着用して行った。その結果、図１５Ｂに示すように、試験例１の方が
比較例１に比べて跳躍力が高かった。
【０１２４】
　スイミングテスト：
　比較例３および試験例３、４のスイムウエアを着用した大学水泳部の男子学生７名およ
び女子学生６名を被験者として、平泳時の１ストロークに対する推進距離の平均値を計測
した。その結果、図１６Ａに示すように、前記ストローク長が平均で２ｃｍ長くなった。
　また、試験例３、４では約７０％の選手において図１６Ｂの矢印方向に腰が起き、その



(19) JP 5548998 B2 2014.7.16

ため、腰の沈み込みが抑えられたとの実感があり、比較例３に比べ、けのびの推進距離が
増加したものと推測される。
【産業上の利用可能性】
【０１２５】
　本発明は、水泳、レスリング、陸上競技などの種々の競技用ウエアとして用いることが
できる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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